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環境まちづくり推進事業業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

  この要領は、いわき市が環境まちづくり推進事業業務を委託するにあたり、環境保全にお

ける専門的な知識・経験を有する環境団体、企業等から環境学習等の企画運営及び実施方法

について広く提案を受け、一定の評価に達した上位の提案者を公募型プロポーザル方式に

より選定するため、必要な事項を定めるもの。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務名 

環境まちづくり推進事業業務委託 

⑵ 業務目的 

  環境に関する市民の意識醸成を図ることを目的とした環境学習等の充実を図るととも

に、環境保全活動等の実践者を支援するため、その企画運営及び実施方法について公募し、

「環境まちづくり推進基金」を原資とした共創による環境まちづくりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 業務形態 

   本プロポーザルの参加資格を有する者が提案した企画の内容を、環境まちづくり推進

事業審査会（以下「審査会」という。）が審査し、選定した企画提案者と委託契約を締結

し、業務を実施する。 

   実施にあたっては、市と受託者の得意分野を踏まえた役割分担を定め、連携した事業展

開を目指すものとする。 

   事業の成果は市に帰属し、事業の実施内容等は必要に応じて市ホームページ等におい

て公開する。 

⑷ 業務内容 

 応募者は、次の事業期間において、公募テーマ（複数選択可）により、民が環境学習の

企画運営や環境保全活動の実践に参加する機会を提供し、環境保全活動等の実践者及び

新たな担い手を確保・育成する。 

 ア 事業期間 

 契約日（令和８年５月中旬予定）以後の日から令和９年２月 26日（金）まで。 

 イ 公募テーマ 

 ① 気候変動及びカーボンニュートラルに関すること。 

省エネルギーの促進や再生可能エネルギー利用促進に係る意識啓発、並びに環境

教育活動の実施 

◎環境まちづくり推進基金 

市民、事業者及び市が相互に協力し合い、環境への負荷の少ない持続的な発展が可

能な社会を構築し、人と自然とが健全に共生できるまちづくりの推進に資するため、

平成 21年６月に設置した基金で、環境の保全に係る知識の普及や環境の保全に係る

実践的な活動の支援に関する事業に充てるもの。 
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 ② 自然共生、生物多様性に関すること。 

 自然環境保全や生態系被害防止外来種の駆除等に関する活動、並びに環境教育活

動の実施 

※ 応募の対象外とする事業 

  ・ 応募者又は、応募者の一部の利益を目的とした事業 

  ・ 地区住民の交流行事等の親睦会的なイベント開催事業 

  ・ 公序良俗に反するもの 

⑸ 参加資格 

   本プロポーザルに参加できる応募者は、ア又はイを満たし、かつウ～クの要件を全て満

たす者とする。 

  ア いわき市内を中心に活動する営利を目的としない団体（法人格の有無は問わない。） 

  イ いわき市内に事務所又は事業所を有し、いわき市内で事業を行っており、市のカーボ

ンニュートラル賛同団体に申請、または、登録している事業者 

  ウ 提案内容について、受託者として実施可能な者 

エ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定により、本市の入札

参加制限を受けていない者 

オ 宗教又は政治を活動の目的としない者 

  カ いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年 2 月 22 日制定）第

４条第１項に規定する排除措置対象者を構成員としない者 

  キ 事業成果が市に帰属し、その成果や関連する情報の公開について異議のない者 

  ク いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要

綱（昭和 52 年３月 28 日制定）に基づく入札参加者選定基準による指名排除措置を受

けていないこと及びいわき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱（平成 28 年３月 30

日制定）に基づく指名停止を受けていない者 

 ⑹ 対象経費 

   事業費の積算は、事業実施に直接必要な経費のうち、次に挙げる経費を対象とする。 

   なお、審査の結果により、事業項目、事業量又は事業費等を調整する場合がある。 

科 目 経 費 の 種 類 

人 件 費 対象事業にかかるスタッフ・臨時雇い賃金等の人件費 

報 償 費 事業実施のために必要な講師、指導者、専門家への謝金など 

旅 費 
事業実施のために必要な講師、指導者、専門家の交通費や宿泊

費の実費 

食 料 費 事業実施のために必要な講師、指導者、専門家への昼食代など 

需 用 費 

事業実施のために必要な参加者募集案内、広報ポスター、資

料、活動報告書、パンフレット等のコピーや冊子作成のための

印刷製本費、記録写真プリント料、用紙代など 

使 用 料 及 び 賃 料 会議室、施設、機具、物品等の使用料やバス等の借上料 

委 託 料 事業実施に必要な委託料（業務の一部のみ） 

通 信 運 搬 費 募集案内、会議資料、活動資料、事業実施に必要な資材料費等
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を送付するための郵送料や宅配便料、電話代など 

備 品 購 入 費 
事業実施のために必要不可欠と認められるもの。（本事業で購

入した備品の所有権は、市に帰属するものとする。） 

保 険 料 
事業実施に必要な行事保険、講師・指導者が加入する損害賠償

保険など 

諸 経 費 
団体の事務費等として、諸経費を総事業費の 10％まで計上で

きます。 

⑺ 契約限度額 

   １件当たり 500千円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ※ ３件程度採択予定 

⑻ プロポーザル方式の採用理由 

   本業務は、環境保全における専門的な知識・経験を有する団体から環境学習等の企画運

営等の手法等について広く提案を受け、一定の評価に達した上位の提案を選定すること

ができる公募型プロポーザル方式を採用する。 

 

３ 実施要領等の配布 

⑴ 配布時期 

令和８年３月２日（月）から 

   実施要領等の入手方法は「13 実施要領等の入手先」のとおり。 

⑵ その他 

本市が配布する資料は、募集に係る目的以外の使用を禁ずる。 

 

４ 参加申込方法等 

⑴ 提出書類 

  本プロポーザルへの参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次の書類を

提出すること。 

参

加

申

込

書 

様式１ 参加申込書 

様式２ 応募者の概要書 

様式３ 応募者の目的等についての誓約書 

様式４ 同意書 

添付１ 応募者の定款、規約、会則等の写し 

添付２ 応募者の直近の事業実績書（任意様式） 

添付３ 応募者の直近の収支決算書（任意様式） 

添付４ 法人又は法人格のない場合の公的証明書 

・法人：登記事項証明書等 

・法人格のない場合：団体の代表者の住民票 

添付５ 納税証明書（未納がないことを確認できるもの） 

または【別紙】市税完納証明申請書（市長に証明されたもの） 

※ 法人又は法人格のない団体の公的証明書及び納税証明書等については、３か月以内に
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発行されたものであること。 

※ 令和８年度いわき市入札参加資格者名簿に登録されている団体は、添付１～５を省略

することができる。 

※ 新規設立の団体等で、添付２、３が存在しない場合、提出は不要とする。 

※ 提出された書類は、参加申込審査事務以外の目的には使用しない。 

⑵ 提出方法及び提出部数 

  提出書類は、持参又は郵送（提出期限内に必着とし、配達完了が確認できる書類郵便等

に限る。）による提出とする。 

  提出部数は、正本１部とする。 

  持参の場合受付時間は、受付期間のうち土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日の午前９時

から午後５時までとし、事前に電話連絡のうえ持参するものとする。 

⑶ 受付期間 

   令和８年３月 12日（木）～３月 23日（月） 

 ⑷ 様式等の入手方法 

  参加申込書等の入手方法は「13 実施要領等の入手先」のとおり。 

⑸ 提出先 

  提出先は「14 問合わせ先」のとおり。 

 ⑹ 返却 

   提出された書類は、理由の如何に関わらず返却しない。 

 ⑺ 経費 

   応募に要する経費は、すべて応募者の負担とする。 

 ⑻ 参加資格審査及び結果の通知 

   応募者から提出された書類について、参加資格を満たしているか審査を行い、結果を応

募者の全てに対し電子メールで送付した後、書面で通知する（以下、参加資格を満たした

応募者を「企画提案者」という。）。通知は、３月 27日（金）を予定している。 

   ただし、令和８年度いわき市入札参加資格者名簿に登録がない場合、審査結果の確定は、

４月 17日（金）頃を予定 

 ⑼ その他 

   参加申込書を提出後、本プロポーザルを辞退する場合には、辞退届（様式５）を持参又

は郵送で提出するものとし、その旨を電話により報告するものとする。 

 

５ 質問書の受付 

 ⑴ 受付期間 

   令和８年３月２日（火）～３月 16日（月） 

 ⑵ 受付方法 

   「質問書」（様式 10）に記入の上、電子メール又はＦＡＸで提出し、その旨を電話で受

理確認を行うこと。その他の方法による質問は受理しないこととする。 

Ｅメールアドレス：kankyokikaku@city.iwaki.lg.jp 

   ＦＡＸ：０２４６（２２）１２８６ 

⑶ 回答方法 



5 

   質問の内容及び回答は、随時、質問者にかかる情報を伏せた上で、市ホームページに公

開する。（最終回答予定日：令和８年３月 19日（木）） 

⑷ その他 

受付期間外の質問については、いかなる理由があっても回答しないこととする。 

また、質問の内容により、本プロポーザルによる委託候補者選定が公平に保つことがで

きないと判断した場合には、質問に回答しない。 

 

６ 企画提案書 

⑴ 受付期間 

  令和８年４月１日（水）～４月 20日（月） 

 ⑵ 様式等の入手方法 

  企画提案書等の入手方法は「13 実施要領等の入手先」のとおり。 

⑶ 提出先 

   提出先は「14 問合わせ先」のとおり。 

⑷ 提出方法及び提出部数 

  提出書類は、持参のうえ提出 

  提出部数は正本が１通、写し７部とする。 

※ 必要に応じて聴取りを行うため、事業内容を熟知している者が持参すること。 

⑸ 提出書類 

企

画

提

案

書 

様式６ 環境まちづくり推進事業業務委託企画提案書 

様式７ 事業計画書（企画提案者の提案内容の業務） 

様式８ 事業スケジュール 

様式９ 事業見積書 

添付１ その他参考資料（事業計画や事業見積の補足資料） 

  ※ 提出された書類は、選定審査事務以外の目的には使用しない。 

      ※ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑹ その他 

  企画提案書を提出後、本プロポーザルを辞退する場合には、辞退届（様式５）を持参又

は郵送で提出するものとし、その旨を電話により報告するものとする。 

 

７ 審査方法等 

⑴ 審査会の設置 

  企画提案書の審査及び評価は、本市が設置する審査会において実施するものとする。 

⑵ 審査方法（ヒアリング等の実施の有無を含む。） 

  審査会では、各企画提案者から提出された企画提案書を別表（評価基準）に基づき審査

し、一定の評価に達した上位者から契約候補者を選定する。 

  なお、応募件数によっては。プレゼンテーション形式の審査会を実施せずに、事務局に

よる書面審査とする場合がある。 

⑶ プレゼンテーション及びヒアリング（質疑応答）の実施 
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  必要に応じて、企画提案者を対象にプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。日

程等については、各企画提案者に連絡する。 

ア 開催予定日 

   令和８年４月下旬から５月上旬（詳細は応募書類提出の後、通知） 

  ※ 審査会を欠席した企画提案者は、選定対象から外れるものとする。 

 イ 場所 

   いわき市役所本庁舎を予定 

  ※ 開催日時、場所および実施方法は、詳細が決まり次第、各企画提案者に通知する。 

 ウ 審査会 

   市職員６名程度により構成 

 エ プレゼンテーションへの参加者 

   本業務を担当予定の者は必ず参加するものとし、参加人数は２名以内とする。 

 オ 実施方法 

  (ｱ) プレゼンテーションは 15分間とし、審査会委員によるヒアリングを実施する。 

  (ｲ) プレゼンテーションの内容は、事前に提出した企画提案書に基づくものとし、新た

な内容の資料提示は認めない。 

  (ｳ) プレゼンテーションは指定時間に審査会場に呼込み、１提案ずつ実施する。 

  (ｴ) 審査会を欠席した企画提案者は、選定対象から外れるものとする。 

  (ｵ) 審査会では別紙により審査・評価する。 

 カ 審査結果及び結果通知 

   本プロポーザルの審査結果は、令和８年５月中旬に企画提案者全員に対し電子メー

ルで通知した後、書面により通知する。また、本市のホームページにて「採用企画提案

者」及び次点候補者について、評価点とともに公表する。 

 

８ 失格事項 

次の項目のいずれかに該当した場合は、選定審査の対象から除外する。 

 ⑴ 資格要件を満たさない場合 

 ⑵ 提出書類の受付期間を過ぎて提出があった場合 

 ⑶ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑷ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 ⑸ 実施要領等に違反又は著しく逸脱があった場合 

 ⑹ その他不正行為があった場合 

 

９ 契約の締結 

⑴ 契約の締結方法 

 本市と本市が選定した「採用企画提案者（契約候補者）」との間で、提出された企画提

案書の記載事項を踏まえた協議を行い、必要に応じて事業内容の調整（不要な項目の削除、

事業量の増減等）が整った場合に、委託契約を締結する。 

なお、採用企画提案者が辞退又はその他の理由で契約できない場合は、次点の企画提案

者との協議の上、委託契約を締結する。 
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⑵ 契約書の作成 

   契約書は、２通作成し、本市及び契約候補者の双方が各１通を保有する。契約金額は、

消費税を内書で記載するものとする。 

   なお、契約書の作成に要する費用は、全て受託者の負担とし、契約変更についても同様

とする。 

 ⑶ 仕様書 

   仕様書は、企画提案内容を踏まえ、本市と契約候補者の協議のうえ決定することとする。 

⑷ 契約の解除 

次のいずれかの事項に該当する場合は、契約を解除するものとする。 

ア 委託期間内に委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがないと

明らかに認められるとき。 

イ 契約に違反したとき及びその違反によって契約の目的を達することができないと認

められるとき。 

ウ いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱に規定する排除措置対象者と認

められるとき。 

エ 事業委託後、他の団体等へ事業を全部を再委託した場合 

 

10 委託成果の納入 

  事業完了後は、委託事業の成果を次のとおり提出すること。 

 ⑴ 業務完了報告書（事業計画書と対比可能な任意の様式） 

 ⑵ 事業成果報告書（事業内容、目的の達成状況、収支報告、今後の事業展開を含むものと

する。） 

 ⑶ その他（事業内容に応じ、契約締結時に定める。） 

 

11 留意事項 

⑴ 企画提案にあっては、本実施要領及び仕様書を順守すること。 

⑵ 本業務は、地方自治法及び市の財務規則をはじめとする諸規定が適用される。 

⑶ 事業の経過又は結果をホームページ等で周知するため、写真及び資料を本市に提供す

るものとする。 

⑷ 企画提案に係る一切の費用については、全て企画提案者の負担とする。 

⑸ 企画提案に関する提出書類の著作権等の取扱いについて、提出書類に含まれる著作物

の著作権は企画提案者に帰属する。ただし、選定結果の公表等において、本市が本業務に

関して必要と認めるものについては、企画提案書の全部又は一部を無償で使用できるもの

とする。 

⑹ 企画提案に関し、本市が提示する書類及び提示する資料は、本企画提案における提案目

的以外の使用、複製、転載を禁止する。 

⑺ 本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。 
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12 プロポーザル等の日程 

実施内容 実施期間又は期限 

⑴  募集公告、資料配布開始 令和８年３月２日（月） 

⑵  質問受付期間 令和８年３月２日（月）～３月 16日（月） 

⑶  最終質問回答予定日 令和８年３月 19日（木） 

⑷  参加申込受付期間 令和８年３月 12日（木）～３月 23日（月） 

⑸  企画提案書受付期間 令和８年４月１日（水）～４月 20日（金） 

⑹  審査会 令和８年４月下旬～５月上旬（予定） 

⑺  審査結果通知日 令和８年５月中旬（審査会後５日以内） 

⑻  契約締結 令和８年５月中旬 

 

13 実施要領等の入手先 

  実施要領等は、本市ホームページからダウンロードすること。 

市ＨＰトップページのキーワード検索で「環境まちづくり推進事業業務」と入力し検索 

  【URL】https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/ 1772168559889/index.html 

 

14 問合せ先 

〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地 

いわき市生活環境部環境企画課環境企画係 

電話番号：0246(22)7528 ＦＡＸ：0246(22)1286 

電子メール：kankyokikaku@city.iwaki.lg.jp 

  ※1 電子メール又はＦＡＸの場合には、必ず電話にて受理確認を行うこと。 

  ※2 受付時間は土・日曜日、祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 

 

 


